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ソフトウェア使用許諾契約書

本ソフトウェア使用許諾契約（以下「本契約」といいます。）は、お客様と株式会社島津総

合サービス（以下「当社」といいます。）との間で締結される契約です。 

当社のソフトウェア（以下、「本ソフトウェア」といいます。）および付属のマニュアルなど

の関連書類および電子文書等（以下、合わせて「本ソフトウェア製品」といいます。）をご

使用いただく前に、本契約の各条項を十分お読みください。本ソフトウェアをインストール、

複製、または使用されたときをもって、お客様は本契約の各条項に同意したものとみなされ

ます。本契約の各条項に同意されない場合、当社はお客様に対し、本ソフトウェア製品のご

使用を許諾いたしません。 

1. 権利帰属

本ソフトウェア製品の著作権等の知的財産権は、当社または別途特定する第三者に帰属

します。

2. 使用許諾

(１) 当社は、本契約に従い、お客様にライセンス付与期間内において本ソフトウェア製

品を使用する非独占的かつ譲渡不能な権利を許諾します。

(２) 本契約によって生ずる本ソフトウェア製品の使用権は、お客様の有する PC 製品 1

台において本ソフトウェアをインストールし、本ソフトウェア製品を使用する権利

を指します。

3. 使用制限

(１) お客様は、バックアップの目的以外、いかなる場合であっても本ソフトウェア製品

の全部または一部を複製、複写することはできません。また、本ソフトウェア製品

に対する修正、追加等の改変はできません。

(２) お客様は、本ソフトウェア商品およびその複製物の全部または一部を、有償、無償

を問わず、第三者に販売、頒布、貸与、譲渡等、または再使用許諾することはできま

せん。

(３) お客様は、本ソフトウェアについてリバースエンジニアリング、逆コインパイルま

たは逆アセンブルをすることはできません。

4. 使用条件・留意点

(１) 本ソフトウェアは、教師データとして 50 種類以上の分析種（注 1）の分析データ

を使用し、機械学習によって保持時間を予測しています。教師データにおける分析

種の保持時間は検証済みですが、その他の分子構造をもつ分析種については、機械

学習の仕様範囲内で予測された値となります。したがって、本ソフトウェアによる



保持時間の予測値は、実際の装置を使用した分析結果と必ずしも一致しない可能

性があり、結果の正確性を保証するものではありません。予測値は、実際の装置で

の分析条件においての指標、参考値として活用してください。 

本ソフトウェアは、疾病の診断、治療又は予防に使用されることを目的としていま

せん。 

(２) お使いのシステムに適用する場合は、お使いのシステムで t 0 （ーールアアップタイ

ム）を測定することをお勧めします。 

（注 1）分析種のリストは参考資料をご参照ください。 

 

５. 保証期間 

本ソフトウェア製品の保証期間は、ライセンス付与期間内とします。（ただし、日本国

内に限ります。） 

 

６. 保証内容 

(１) お客様が、本ソフトウェアおよび本ソフトウェア製品において、当社の責に起因す

る不具合（圧縮ファイルの不良など）を、ソフトウェア製品のライセンス発効日か

ら３か月以内に発見し、当社にご連絡いただいた場合には、当社は、無償で良品と

交換します。 

(２) 当社は、本ソフトウェアのエラーバグ等の不具合に対応するために、かかる不具合

を修正したソフトウェアもしくは修正のためのプログラム（以下、「修正プログラ

ム」といいます。）または修正に関する情報をお客様に提供するものとします。な

お、修正プログラムまたは修正に関する情報提供の必要性、その提供方法および時

期などについては、当社の判断に基づき決定します。修正プログラムの導入または

修正に関する情報による処置の適用は、お客様の判断と責任において実施される

ものとします。 

(３) 当社は、上記各項に定める以外には、本ソフトウェア製品に関して、いかなる保証

も行いません。 

 

７. 保証除外事項 

保証期間内であっても、次に該当する場合は保証の対象から除外します。 

(１) 誤ってお取り扱いになった場合 

(２) 当社指定以外のハーアウェアまたはソフトウェアとの組み合わせ使用による場合 

(３) コンピューターウイルスによって生じた本ソフトウェア製品の故障、基本ソフト

ウェアを含むソフトウェアおよびデータの破損 

(４) 停電や電源の瞬時電圧低下を含む電源障害によって生じた本ソフトウェア製品の

故障、基本ソフトウェアを含むソフトウェアおよびデータ破損 

(５) 正常な終了手順によらずに、PC の電源を突然切断した結果、本ソフトウェアが強



制終了する場合などによって生じた本ソフトウェア製品の故障、基本ソフトウェ

アを含むソフトウェアおよびデータの破損 

(６) 故障の原因が本ソフトウェア以外の理由による場合 

(７) 高温多湿、腐食性ガス、振動など過酷な環境条件の中でお使いになった場合 

(８) 火災、地震その他の天災地変、放射性汚染や有害物質による汚染、および戦争や暴

動、犯罪などその他の不可抗力的事故の場合 

 

８. 責任の制限 

(１) 当社は、いかなる場合にも、お客様の逸失利益、間接的損害、派生的な損害につい

て一切責任を負いません。第三者からお客様に対してなされた損害賠償に基づく

損害についても、当社は一切責任を負いません。 

(２) 当社のお客様に対する損害賠償責任は、いかなる場合にも、お客様が実際にお支払

になった本ソフトウェア製品の利用料金相当額を上限とします。 

 

９. 知的財産権の非保証 

(１) 当社は、本ソフトウェア製品が、第三者の知的財産権およびその他の権利を侵害し

ていないことを何ら保証しません。 

(２) 本ソフトウェア製品に関して、第三者の知的財産権またはその他の第三者の権利

に対する侵害が生じたものとして紛争が生じたときは、当社の費用および責任で

当該紛争を処理します。 

 

１０. 解約 

(１) 当社は、お客様が本契約に定めるいずれかの条項に違反したときは、直ちに本契約

を解約できるものとします。 

(２) 本契約が終了した場合には、本契約に基づくお客様の権利は同時に終了します。お

客様は、本契約の終了後、すみやかに本ソフトウェア製品およびその複製物すべて

を廃棄するものとします。 

 

１１. その他 

(１) 本契約は、日本国の法令に準拠するものとします。 

(２) 本契約に関する一切の紛争は、京都地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所

として解決するものとします。 
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